
　

75
歳
以
上
の
人
と
一
定
の
障
が
い
の
あ

る
65
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
た
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
平
成
24
年
度
分
保
険

料
額
が
決
定
し
ま
し
た
。
被
保
険
者
（
加

入
者
）
の
皆
さ
ん
に
は
、７
月
中
旬
に
「
決

定
通
知
書
」
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
下
記
の
図
の
よ
う
に
、
被

保
険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

（
Ａ
）
と
平
成
23
年
中
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
「
所
得
割
額
」（
Ｂ
）
の
合
計

に
な
り
ま
す
。

▼
保
険
料
の
賦
課
期
日
は
、
平
成
24
年
４

月
１
日
で
す
が
、
そ
れ
以
後
に
75
歳
に

な
る
人
や
県
外
か
ら
の
転
入
者
な
ど
は

資
格
取
得
さ
れ
た
日
が
資
格
取
得
さ
れ

た
日
が
賦
課
期
日
と
な
り
ま
す
。

▼
保
険
料
は
加
入
者
一
人
ひ
と
り
に
か
か

り
ま
す
。
保
険
料
は
２
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
、
次
回
は
平
成
26
年
度
に
改
定
さ

れ
ま
す
。

　

世
帯
の
所
得
の
状
況
に
応
じ
て
、
保
険

料
の
軽
減
措
置
が
行
わ
れ
ま
す
。

①
均
等
割
額
の
軽
減
額

　

減
額
認
定
証
は
、
毎
年
８
月
に
切
り
替

え
と
な
り
更
新
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
既

に
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
平
成

２
４
年
８
月
以
降
も
引
き
続
き
該
当
さ
れ

る
方
に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
（
黄
色
）

を
保
険
証
に
同
封
し
て
郵
送
し
て
い
ま

す
。

ま
た
、
入
院
中
若
し
く
は
入
院
予
定
の
方

で
、「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※　

減
額
認
定
証
に
つ
い
て
は
、
世
帯
の

全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
入
院
さ
れ
る
際

の
医
療
費
及
び
食
事
代
の
自
己
負
担

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※　

水
色
の
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
黄
色
の
減
額
認
定
証
が
届
か
な

か
っ
た
方
は
、
平
成
24
年
８
月
以
降

は
非
該
当
と
な
っ
た
方
で
す
。

 

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方
で
、
介

護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

合
計
額
が
年
金
額
の
半
額
以
下
の
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
該
当
の
方
で
、
お
支
払
い
方

法
を
年
金
天
引
き
で
は
な
く
、
口
座
振
替

に
よ
る
お
支
払
い
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
役
場
健
康
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

 

普
通
徴
収
（
納
付
書
に
よ
る
お
支
払
い

 

・
口
座
振
替
）

　

特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
方
が
対
象
と

②
所
得
割
額
の
軽
減

　

総
所
得
金
額
等
が
91
万
円
以
下
（
公

的
年
金
の
み
の
場
合
は
、
収
入
額
で

２
１
１
万
円
以
下
）
の
方
は
、
所
得
割

額
が
５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

③
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
等
）
の
被
扶

養
者
と
な
っ
て
い
た
人
へ
の
特
例

　

後
期
高
齢
者
医
療
へ
加
入
さ
れ
る
前

日
ま
で
「
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
の
被

扶
養
者
」
だ
っ
た
方
は
、
均
等
割
額
が

９
割
軽
減
さ
れ
、
４
，
７
０
０
円
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
割
額
も
か
か
り

ま
せ
ん
。
被
用
者
保
険
と
は
、
全
国
健

康
保
険
協
会
管
掌
保
険
、
組
合
管
掌
健

康
保
険
、
船
員
保
険
、
共
済
組
合
を
さ

し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健
康

保
険
組
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
水
色
）
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
使
え
る
新
し
い
保

険
証
（
黄
色
）
は
、
７
月
中
旬
に
簡

易
書
留
に
て
郵
送
し
て
い
ま
す
。
８
月
１

日
以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き

は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
（
黄
色
）
を
窓

口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
間
は
平
成
25
年
７
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
で
す
。
７
月
31
日
ま
で
に
新
し

い
保
険
者
証（
黄
色
）が
届
か
な
い
場
合
は
、

役
場
健
康
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

　
　
　
　
　

平
成
24
年
度　

保
険
料
に
つ
い
て

後 期 高 齢 者 医 療 制 度
　

平
成
23
年
中
の
所
得
確
定
に
よ
り
、
平
成
24
年
度
分
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
が
決
定
し
、７
月
中
旬
に
被
保
険
者
（
加
入
者
）
の
皆
さ
ん
へ
「
決
定
通
知
書
」

を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。

保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
が
８
月
に
更
新
と
な
り
ま
す

保
険
料
の
納
付
方
法

８
月
か
ら
の
保
険
証
は
「
黄
色
」

均等割（Ａ）
加入者全員が
等しく負担

問
い
合
わ
せ
先

役
場　

本　

庁　

健
康
福
祉
課　

国
保
年
金
係　

℡
７
２-

１
１
７
３

清
和
総
合
支
所　

健
康
福
祉
課　

健
康
福
祉
係　

℡
８
２-

２
１
１
１

蘇
陽
総
合
支
所　

健
康
福
祉
課　

健
康
福
祉
係　

℡
８
３-

１
１
１
１

所得割（Ｂ）
所得に応じて
負担

保険料
一人あたりの
年間保険料額

医
療
費
総
額

熊本県後期高齢者医療
広域連合で決められた
年間の均等割額
４７，９００円

所得割額計算式

　総所得
　金額等－３３万円　×９．２６％

　「総所得金額等」とは前年中の「給与収入―給与所得控除」「事業収入―必要経費」「公的年金収
入―公的年金控除」などで各種所得控除前の金額です。
　公的年金収入のみの人で、年金額が１５３万円以下の場合は、所得割額はかかりません。

　

医
療
費
は
、
被
保
険
者
が
病
院
で
支
払

う
「
自
己
負
担
額
①
」
と
保
険
か
ら
給
付

さ
れ
る
「
医
療
給
付
費
②
」
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
医
療
給
付
費
」
の
う
ち
、
約
５

割
を
公
費
（
税
金
③
）
で
、
約
４
割
を
後

期
高
齢
者
支
援
金
④
（
現
役
世
代
の
保
険

料
）
で
負
担
し
、
残
り
の
約
１
割
を
被
保

険
者
全
員
の
保
険
料
⑤
で
負
担
し
ま
す
。

保
険
料
と
医
療
費
の
負
担
の
し
く
み

医療給付費 ②

公費（税金）約５割 ③
国：県：市町村＝４：１：１

支援金４割 ④
現役世代の負担

病
院
な
ど
に
支
払
う

自
己
負
担
額 

①保険料
約１割 ⑤

後期高齢者医療被保険者証
新しい保険証の色は「黄色」。８月１日以
降に医療機関を受診するときは、前年度
の「水色」の保険証とお間違えのないよう、
窓口で提示してください。

均等割額
軽減割合

軽減後の
均等割額

世帯主及び同一世帯内の被保険者全員
の所得の合計

９割軽減 ４，７００円 ３３万円を超えない世帯で、被保険者
全員が年金収入８０万円以下

8.5 割軽減 ７，１００円 ３３万円を超えない世帯

５割軽減 ２３，９００円 ３３万円＋「被保険者数（世帯主を除く）
×２４万５千円」を超えない世帯

２割軽減 ３８，３００円 ３３万円＋「被保険者数×３５万円」
を超えない世帯

保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　

災
害
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
保
険
料
が

減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役

場
健
康
福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
口

座
振
替
依
頼
書
に
よ
る
申
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
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